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平成 24 年 3 月 28 日 
 

潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水の取扱いについて 
 
１．目 的 

近年、地球温暖化対策の一つとして家庭への普及が促進されている高効率給湯器のうち、潜熱回収

機構を有する給湯器等（以下、「潜熱回収型ガス給湯器」という。）においては、その構造上、ガス燃

焼由来の凝縮水であるドレン排水（以下、「ドレン排水」という。）が一定量発生する。 
このドレン排水を含む生活に起因する排水については、原則、下水道法第 2条により「汚水」に分

類され、汚水系統の排水設備に排出することとなる。 
一方で、ドレン排水の排出量が微量であること、水質を一定に保つ機構を装置内に有していること

などから、ドレン排水を雨水と同様の取扱いとして雨水系統の排水設備への排出を認めている自治体

もあり、自治体によってドレン排水の取扱いは異なっている。 
ドレン排水の取扱いについては、各自治体が諸条件を検討し判断することとなるが、ドレン排水に

対する明確な取扱いを定めていない自治体が多く、潜熱回収型ガス給湯器の普及拡大において課題と

なっているとともに、不明確な取扱いは後々の誤接合の原因ともなる。 
したがって、本取扱いは、各自治体においてドレン排水の取扱いを定めるにあたっての参考に資す

るため、基礎資料をまとめるとともに、基本的な考え方及び留意事項を整理するものである。 
 

２．潜熱回収型ガス給湯器とドレン排水の性状 
（１） 対象とする潜熱回収型ガス給湯器 

本取扱いにおいて対象とする潜熱回収型ガス給湯器は、主として家庭用の給湯及び暖房に使用さ

れる潜熱回収機構を有する潜熱回収型ガス給湯器（給湯専用器、風呂給湯器、温水熱源器及び温水

システムに構成されるもの）で、一般財団法人日本ガス機器検査協会（以下、「JIA」という。）が

貼付するガス機器認証マークを有するものとする。 
なお、潜熱回収型ガス給湯器の構造及びドレンの発生メカニズム、ドレン排水の水処理機構と安

全装置、性能の担保等については、「参考資料（２）潜熱回収型ガス給湯器の構造等」に記載する

とおりである。 
 

（２） ドレン排水の性状 
対象とする潜熱回収型ガス給湯器におけるドレン排水の発生量及び排出水の水質などの性状は、

「参考資料（３）ドレン排水の性状」に記載するとおりである。 
なお、潜熱回収型ガス給湯器の各耐用期間及び各季節の水質については、下水道法第 8条の規定

に基づく下水道法施行令第 6条「放流水の水質の技術上の基準」及び水質汚濁防止法第 3条の規定

に基づく排水基準を定める省令（昭和 46年 6月 21 日総理府令第 35号）第 1条「排水基準」（別表

第一及び第二）に定める水質項目について試験を行った値を参考に示している。 
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３．基本的な考え方及び留意事項 
（１） 基本的な考え方 

ドレン排水については生活に起因する排水であることから、下水道法第 2条により「汚水」に分

類され、汚水系統の排水設備に排出する取り扱いになると認識される。しかし、潜熱回収型ガス給

湯器の普及は地球温暖化対策に寄与すること、「２．潜熱回収型ガス給湯器とドレン排水の性状」

に示すとおり、ドレン排水は燃焼由来であり、排出量が微量であること及び水質を一定に保つ機構

を有し、その性能が担保されることが確認されていることから、各自治体が公共下水道の整備状況

（分・合流式等整備手法を含む）及び地域の公共用水域への影響等を勘案しつつ、ドレン排水を“雨

水と同様の取扱い”とし、必ずしも汚水系統の排水設備へ排出する必要がないと取り扱う判断も可

能である。 
いずれにしても、ドレン排水の排出先及び排出方法などの取扱いについては、本取扱いを参考に、

各自治体が自らの判断により消費者や事業者からの問い合わせに対し統一的な対応を行うことと

し、かつ、広く一般に周知することが望ましい。 
 

（２）留意事項 
１） ドレン排水の取扱いを定めるにあたっては、以下の点に留意して検討し判断する必要がある。 
・ 雨水管等からの排出先である河川又は海域の環境基準など公共用水域への影響。 
・ 側溝等宅地の地先に排出される場合などにおける周辺の生活環境への影響。例えば、側溝や

側溝ますに滞留する水に起因する害虫発生等のリスクなど。 
・ 宅地内雨水浸透を行なっている家屋に対する取り扱い。 

 
２） ドレン排水を雨水系統の排水設備への排出を可とする場合においては、以下について留意す

るよう排水設備の設置等を指導する必要がある。 
・ ドレン排水の排水管を雨水の縦樋に直接接合による雨水の潜熱回収型ガス給湯器内への溢水

に対する配慮。 
・ ドレン排水を直接地先の側溝や共用通路等に排水する場合の飛散、溢水等への配慮。 
・ その他、ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障のないように配慮。 

 
４．その他 

地球温暖化対策として普及対象とされる高効率給湯器のうち、ドレン排水を排出するものには、前

記の他に「潜熱回収型石油給湯機」、「家庭用燃料電池システム（燃料電池ユニット、潜熱回収型バッ

クアップ給湯器）」があるが、ドレン排水の水質の検証および第三者機関による認証制度が確立する

ことにより、今後、本取扱いの対象とすることができる。 
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参考資料 
 
（１） 適用法令等 

① 下水道法（抜粋） 

第 2条（用語の定義） 

１ この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 下水 生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは付随する廃水（以

下「汚水」という。）又は雨水をいう。 

第 8条（放流水の水質の基準） 

  公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水（以下「公共下水道から

の放流水」という。）の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければなら

ない。 

第 10条（排水設備の設置等）  

１ 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所

有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に

流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設（以下「排水設備」という。）を

設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合

その他政令で定める場合においては、この限りでない。  

３  第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一

号）その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令

で定める技術上の基準によらなければならない。  

 

② 下水道法施行令（抜粋） 

第 6条（放流水の水質の技術上の基準） 

１ 法第八条（法第二十五条の十において準用する場合を含む。次項において同じ。）に規定

する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の

影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値

とする。この場合において、当該数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定

した場合における数値とする。 

一 水素イオン濃度 水素指数五・八以上八・六以下 

二 大腸菌群数 一立方センチメートルにつき三千個以下 

三 浮遊物質量 一リットルにつき四十ミリグラム以下 

四 生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量 第五条の六第二項に規定する計画放

流水質に適合する数値 

３ 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第三条第一項の規定による環境省令に

より、又は同条第三項の規定による条例その他の条例により、第一項各号に掲げる項目につ

いて同項各号に定める基準より厳しい排水基準が定められ、又は同項各号に掲げる項目以外

の項目についても排水基準が定められている放流水については、同項の規定にかかわらず、
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その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。 

 

第 8 条（排水設備の設置及び構造の技術上の基準） 

 法第十条第三項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 

一 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共

下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること。 

四 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離

して排除する構造とすること 

七 汚水（冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。

以下この条において同じ。）を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。 

 

③ 水質汚濁防止法（抜粋） 

第 3条（排水基準） 

１ 排水基準は、排出水の汚染状態（熱によるものを含む。以下同じ。）について、環境省令

で定める。 

２ 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害物質の量

について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあっては、前条

第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。 

３ 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件

から判断して、第一項の排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全するこ

とが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態に

ついて、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水

基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。 

４・５ （略） 

 

④ 排水基準を定める省令（抜粋） 

第 1条（排水基準）  

  水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第三条第一項の排水基準は、同条第二

項の有害物質（以下「有害物質」という。）による排出水の汚染状態については、別表第一

の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚

染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。  

 

別表第一 （略） 

別表第二 （略） 
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（２）潜熱回収型ガス給湯器の構造等 

① 潜熱回収型ガス給湯器について 

・地球温暖化対策としてＣＯ２の排出量を削減するために、家庭部門における取組みでは住宅に

省エネルギー機器・設備を導入することが環境政策の中でも掲げられている。 

・家庭のエネルギー消費の約３割を占める給湯に対しては、高効率給湯器の普及が有効であるた

め、国や自治体において補助金の交付対象にするなど、消費者の導入促進に取り組んでいる。 

・潜熱回収型ガス給湯器は、従来型の給湯器では約２００℃の燃焼排気ガスとして捨てていた熱

を利用して（燃焼排気ガスを二次熱交換器に通し、水蒸気が水になる時の排気ガス中の凝縮潜熱

を回収）、約８０％だった熱効率を約９０～９５％にまで向上した高効率な給湯器である。 

・潜熱回収型ガス給湯器は、従来型の給湯器に比べガス使用量およびＣＯ２排出量を約１３％削

減することができるため、省エネルギー性・環境性に優れている。 

・なお、潜熱回収時に酸性の凝縮水であるドレン排水が発生するため、中和器を通すことにより

ｐＨ７程度まで中和処理が行われて、器外へ排出される。 

 

（潜熱回収の原理） 

A) 従来型給湯器において、未利用であった約２００℃の排気ガスを利用して、給水を二次熱交換

器で予備加熱する。 

B) この時、排気ガス中の潜熱まで奪い取るため、排気ガス中の水分は凝縮し、ドレン排水が生成

される。その際に、燃焼排気ガス中の微量の成分が溶け込むため、ドレン排水はｐＨ３程度の

酸性になる。 

C) 酸性のドレン排水は、中和器でｐＨ７程度まで中和されて器外へ排出される。 

D) 二次熱交換器で予備加熱した給水を一次熱交換器で再加熱し、熱湯を作る。 

 

図１ 潜熱回収型ガス給湯器の構造とメカニズム 

中和器で酸性のド
レン排水を中和し
ます。 

潜熱回収型ガス給湯器 
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② ドレン排水処理機構と水質維持のための安全装置 

A) ドレン排水処理機構（中和器）の仕組み 

・潜熱回収時に発生するドレン排水は、排気ガス中に微量に含まれる窒素酸化物（ＮＯＸ）等が溶け

込むため酸性となるが、中和器を通すことによりｐＨ７程度に中和処理して器外へ排出している。 

・中和器に充填される中和剤として、一般的な中和処理に使用される炭酸カルシウム（ＣａＣＯ３）

を使用している。酸性のドレン排水は炭酸カルシウムと化学反応することにより中和される。 

・ドレン排水の発生量は燃焼ガス量に比例するため、メーカーは機器の標準的な使用期間中に発生

するドレン排水の処理に必要な中和剤量を、あらかじめ機種ごとに算定し搭載している。 

 なお、暖房機能を有する機種については、その処理量に相当する中和剤量を搭載している。 

 

B) ドレン排水の水質維持のための安全装置 

・潜熱回収型ガス給湯器はドレン排水の水質を維持するために、中和器の機能低下や異常が発生し

たとき自動的に機器を停止させるように安全装置を組み込んでいる。 

・中和機能の安全装置が作動したときは、中和器の交換など修理対応をしなければ復旧できないよ

うになっている。 

ⅰ 長期使用による中和能力低下防止 

設計時に定めた積算運転量に到達すると、操作リモコンにお知らせ表示をして機器を強制停

止する。 

ⅱ 中和器詰まりによる機能停止防止 

中和器に何らかの異常があり詰まりが発生すると、中和器の水位を監視する安全装置（中和

器水位電極）で検知し、異常と判定し操作リモコンにお知らせ表示をして機器を強制停止する。 

 

 

中和器水位電極中和器水位電極中和器水位電極
通常水位 

図２ 中和器と安全装置 

炭酸カルシウムを充填 
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③ドレン処理性能の第三者機関による認証制度 

・ガス機器を一般消費者が安心して使用できるよう、その性能については、第三者機関が技術的な

確認を行い、認証する仕組みとして「ガス機器認証制度」がある。この制度は、ガス事業法及び液

化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律で、ガス機器の検査機関として経済産業省

に登録されている一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIA）により運営（検査の実施および検査

規程の設定）されており、認証済みのガス機器にはガス機器認証マーク（図３）を貼付している。 

 

 

 

 

 

 

・今回、ガス機器認証制度に関連して、ドレン排水処理機構の検査項目（表１）を制定することに

より、認証を取得している潜熱回収型ガス給湯器は、ドレン排水の処理性能について第三者機関に

より確認が行われたものとして取り扱うことができる。 

・なお、本取扱いにおいて対象となる潜熱回収型ガス給湯器の機種名については、一般社団法人日

本ガス石油機器工業会のホームページにて確認することができる。 

 

 

検査項目 検査内容 判定基準 

中和性能 機器使用開始時のｐＨ ５．８以上８．６以下 

長期使用に対する安全性能 中和性能を維持している所定の使用期間

（設計寿命）で停止するか 

模擬信号等にて判定 

中和器詰まりに対する安全性能 ドレン排水経路に詰まりがあったとき、未

中和水を排出しないように停止するか 

模擬的に詰まりを発生

させて確認 

 

④適切な設計・施工の周知 

・潜熱回収型ガス給湯器のドレン排水管の正しい設計・施工方法については、機器に同梱される工

事説明書に詳しく記載されている。また、カタログや技術資料にも掲載し、関係者への徹底を図っ

ている。 

・なお、関係者への周知として、「給排水設備技術基準・同解説」や「ガス機器の設置基準及び実

務指針」など公的な発行図書にも考え方を示すことにより、適切な施工がなされるよう周知を図っ

ている。 

 

図３ ガス機器認証マーク 

表１ 潜熱回収型ガス給湯器ドレン排水処理機構の主な検査項目 
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（３）ドレン排水の性状 

①ドレン排水の発生量 

・ドレン排水の発生量は、機器の種類や使用パターンによって異なるが、JIS で規定される標準的

な家庭で給湯及び追い炊きを使用した場合の運転方法（JIS S 2071 家庭用ガス温水機器標準使用条

件）で測定すると、約 0.5～1.5L/日である。 

 なお、暖房運転の際にもドレン排水が発生するが、冬期に床暖房を１日運転しても（約7時間 JIS 

S 2074 家庭用ガス温水熱源器標準使用条件）、その発生量は 150ml/日以下程度である。 

 

 

水温 25℃（夏期） 15℃（中間期） 5℃（冬期） 

ドレン発生量 約 500 ml/日 約 1,000 ml/日 約 1,500 ml/日 

 

②ドレン排水の水質試験結果 

・ドレン排水の水質は、中和器により中和されること等により、水質汚濁防止法の水質基準を満た

している。 

・給湯器内のドレン排水が通過する部品に使用される材質から有害物質が析出しないことが確認さ

れている。 

・ドレン排水の水質は、長期間使用した場合においても又季節を通じて水質汚濁防止法の水質基準

を満たすことが確認されている。 

 

 

水質項目 
下水道法第 8 条 

施行令第 6 条 

(参考) 

水質汚濁防止法※ 

代表機種測定値 

（使用開始直後） 

代表機種測定値 

（中和器寿命直前） 

都市Ｇ LPG 都市 G LPG 

ｐＨ 5.8 以上 8.6 以下 5.8 以上 8.6 以下 7.0 7.1 6.8 7.0 

大腸菌群数 3,000 個/㎝ 3以下 3,000 個/㎝ 3以下 N.D N.D N.D N.D 

浮遊物質量 40mg/L 以下 200mg/L 以下 N.D N.D N.D N.D 

生物化学的酸素要

求量（ＢＯＤ） 

計画放流水質に適

合する数値 
160mg/L 以下 N.D N.D 3 4 

化学的酸素要求量

（ＣＯＤ） 
 160mg/L 以下 8 13 9 11 

窒素含有量 
計画放流水質に適

合する数値 
120mg/L 以下 17 22 23 27 

燐含有量 
計画放流水質に適

合する数値 
16mg/L 以下 N.D N.D N.D N.D 

n-ﾍｷｻﾝ(鉱油)  5mg/L 以下 N.D N.D N.D N.D 

n-ﾍｷｻﾝ(動植物油)  30mg/L 以下 N.D N.D N.D N.D 

 

※表中にない水質汚濁防止法の一律基準（有害物質、生活環境項目）については、不検出か基準値を大

きく下回るものであった（詳細は別紙「計量証明書」のとおり）。 

表３ 潜熱回収型ガス給湯器ドレン排水の水質 
（平成 23 年 10 月 日本ガス石油機器工業会調べ）

N.D：不検出

表２ 標準的な給湯使用量における季節別ドレン発生量 
（平成 22 年 12 月 日本ガス石油機器工業会調べ）



 

別 紙 
 

 

 

 

計量証明書 

 

 

１．長期使用時における水質試験結果（中和器寿命直前の状態を加速試験で再現） 

  証明書 No．29699（平成 23 年 9 月 30 日付） 

 

２．使用開始直後における水質試験結果 

  証明書 No．29627（平成 23 年 7 月 27 日付） 

 

注）上記は、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の委託を受け、北海道ガス株式会社が

試験を行ったもの。 


















